
第一条 平和について
第一項 各国は、国家間の紛争処理を対話によって行わなければならないが、やむを得ない場合に武力による解決の手段を否定しない。
第二項 各国は、自衛および治安維持のための軍を保有する権利がある。
第三項 各国は、未売の商品を有する鉱山・工場と隣接する他国の市場・鉱山・工場に対してのみ、戦線布告を行うことができる。
第四項 各国は、各商期において、他国の同じ鉱山・工場・市場へ2回以上宣戦布告を行ってはならない。
第五項 各国は、各商期において、商品生産開始後および軍備拡張後に宣戦布告を行ってはならない。
第郎項 敗戦国は、戦勝国の要求に従い、戦勝国の1軍と引き換えに敗戦国の戦争地域を放棄するか6KTNの賠償金を支払う。
第七項 戦争により本国の全ての鉱山・工場を失った場合は、残りの全ての鉱山・工場・市場・商品は戦勝国の所有となる。

第二条 民政について
第一項 各国は、市場開発の権利を得た場合、既得の鉱山・工場に隣接する未使用地に市場を建設することができる。
第二項 各国は、市場を自領の鉱山・工場の隣接地に置き、雇用機会を保証する必要がある。雇用機会のない市場は放棄される。
第三項 各国は、各商期に各市場から、世界中央銀行を通じて2KTNの税を徴収できる。
第四項 各国は、世界中央銀行に2KTNの処分料を支払って、任意の市場を放棄できる。
第五項 各国は、民衆の暴動を、軍により取り締まることができるが、暴動が発生した場合、市場を1つ放棄しなければならない。
第六項 各国は、世界中央銀行に3KTN支払って、民衆の不満解消を委託することができる。

第三条 鉱山・工場開発および商取引について
第一項 各国は、鉱山・工場開発および商取引を行う順番を、決算期毎に交代しなければならない。
第二項 各国は、1回につき世界中央銀行へ1KTN支払い、各商期につき少なくとも1回以上鉱山・工場開発の機会を得なければならな

い。また、それによって生じた事項を次の開発の機会まで、または商品生産開始前に実行しなければならない。
第三項 各国は、鉱山・工場建設の権利を得た場合、本国の未使用地または既存の市場・鉱山・工場に隣接する未使用地に鉱

山・工場を建設することができる。
第四項 各国は、商期の終了時に、少なくとも1つの鉱山・工場を本国に保有していなければ破産となる。
第五項 各国は、全ての鉱山・工場の売却を世界中央銀行を介して自由に行うことができる。
第六項 各国は、他国の本国以外の鉱山・工場の買収を世界中央銀行を介して自由に行うことができる。
第七項 各国は、商品を表示された価格で鉱山・工場から自由に購入することができる。自領の商品は無料で購入できる。
第八項 各国は、商品を表示された価格で世界中央銀行に自由に販売することができる。
第九項 各国は、特許取得時に、一つの所有鉱山で使用している資源を2つ含む商品を販売している他国の本国以外の工場を全て

所有できる。
第四条 資源および商品生産について
第一項 各国は、資源を世界中央銀行から1個あたり2KTNで直接購入することができる。
第二項 各国は、商取引で得た資源および世界中央銀行から直接購入した資源を再利用して商品を生産することができる。
第三項 各国は、鉱山を所有する場合は、1商品あたり1KTNを支払って、世界中央銀行から資源供給を受けることができる
第四項 各国は、商品生産開始後は鉱山・工場・商品を売買することができない。資源は購入できる。
第五項 商期終了時点で商品を製造できない鉱山・工場は、世界中央銀行に没収される。

世界憲章
各国は、国家の独立を守る権利がある。
各国は、国家の繁栄を追求する権利がある。
各国は、自由に貿易を行う権利がある。

六カ国平和通商条約

補足
補足1 通貨について
第一項 世界中央銀行は、通貨発行権を有する。通貨単位はKTNとする。
第二項 世界中央銀行は、各商期につき貸与する通貨の上限を18KTNと定めている。
第三項 世界中央銀行は、1国に貸与する通貨の上限を72KTNと定めている。
第四項 各国は、賠償金や利子の支払いにより借金が上限を超えた場合、特別に資産を世界中央銀行へ売却できる。
第五項 世界中央銀行は、破産国家救済のため、借金を半分に減額する。
第六項 世界中央銀行は、3期毎に決算を行い、借用書1枚につき1KTNの利子を各国から徴収する権利を有する。
補足2 取引について
第一項 世界中央銀行は、国数の6倍数の軍を準備する。そして、各国へ1軍あたり3KTNで自由な数を販売できる。
第二項 各国は、保有する軍を、1軍あたり3KTNで世界中央銀行に売却できる。
第三項 世界中央銀行は、商品・軍の買取時に、1取引あたり1KTNの手数料を徴収できる。
第四項 世界中央銀行は、全ての鉱山・工場の取引について、2KTNの手数料を売却利益から徴収できる。

補足3 イニシアティブ
第一項 世界中央銀行は、借用証を持つ国に対し、各決算期毎にイニシアティブを提示できる。
第二項 イニシアティブは次の決算期までに実行されなければならない。
第三項 イニシアティブが実行できない場合は、違約金として6KTNを世界中央銀行に支払わなければならない。
第四項 破産した場合は、イニシアティブで指示された内容を次の決算期までに2回行わなければならない。


